
いばらき共済 Ｉ 2023.10　No.34114

　今年度実施しました被扶養者資格継続調査につきましては、組合員および被扶養者
の皆さんにはお忙しい中ご協力いただき、ありがとうございました。
　毎年、調査により就職や収入の増加に係る手続き漏れ等が判明し、被扶養者の認定
を遡って取り消す事例が多く見受けられますので、次の「収入基準額」と「取消になる
要件」をご確認いただき、被扶養者の認定要件を備えているか、日頃から収入状況の
把握をしていただきますようお願いします。
　また、被扶養者の収入が認定基準額を超過した等により資格取消の対象となった場合は、速やかに共済事務担当課
に申出ていただき、手続きをお願いします。資格取消日以降、被扶養者証は使用できないため、必ず当組合に返還し
てください。
※被扶養者の資格取消後に、受診した医療機関から当組合に医療費の請求があった場合は、当組合が負担した医療費等について返還いただくことになります。
　詳しくは次ページをご覧ください。

※収入および仕送りに係る書類（給与明細書・確定申告書の控え・年金証書・年金額改定通知書・送金証明書等）は当組合から依頼があった時にいつでも提出
できるよう、大切に保管をお願いします。

◉ 被 扶 養 者 の 資 格 取 消 に つ いて

◉ 取 消 に なる 要 件（例）

◉ 収 入 基 準 額

被扶養者資格継続調査への
ご協力ありがとうございました

区　分 要件を欠くに至った日

就職したときまたは健康保険に加入したとき
就職または健康保険に加入した日
見習い、研修期間終了後に健康保険に加入する方（収入が
認定基準額未満の方も含む）は就職日から取消になります。

収入月額が3ヵ月連続して収入基準額を超えたとき※ 最初に基準額を超えた月の1日

収入月額が3ヵ月平均して収入基準額を超えたとき※ 3ヵ月平均の対象となった最後の月の翌月の1日
（この取扱いは学生である子には適用しません）

年金を受給するときまたは年金改定により年金額が180万
円以上となるとき※

年金裁定通知書または年金額改定通知書を受領した月（通
知書に記載の交付月）の翌月の1日

雇用保険の基本手当日額が収入基準額以上となるとき※ 受給開始日（「認定（支給）期間」の初日）
確定申告により事業収入等が年間収入基準額以上であるこ
とが判明したとき※ 確定申告の対象年（収入が生じた年）の1月1日

別居する被扶養者に対する組合員からの仕送りが全くされ
ていなかったとき※ 仕送りをしなくなった月の1日

同居が要件である被扶養者が別居したとき 別居した日
組合員が主な生計維持者でなくなったとき その事由が発生した日
新たに被扶養者を認定したことに伴い、父母が認定要件
を満たさなくなったとき 新たに認定した被扶養者の認定日の属する月の翌月1日

離婚したとき 離婚した日の翌日
国外に転出したとき その事由が発生した日

区分 年間基準額 月額基準額 日額基準額

60歳未満 130万円未満 108,334円未満(130万円÷12月) 3,612円未満(108,334円÷30日)

60歳以上
または

障害年金を受給
180万円未満 150,000円未満(180万円÷12月) 5,000円未満(150,000円÷30日)

取消要件に該当する場合は
速やかな申告をお願いします
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❶ 資格取消の事実発生日

❷ 資格取消手続き
　（被扶養者証返納）

❸ 喪失証明書の交付
　 国民健康保険へ加入

❹ 医療費返還

❺ 給付金の請求手続き

　医療機関で組合員証等を提示して受診する際の医療費は、受診者が一部（3割または2割）を
窓口で支払い、その残りを当組合が負担しています。
　被扶養者資格を喪失（資格取消）すると当組合の被扶養者証は使用できなくなりますが、喪失
の手続きおよび被扶養者証を返納していただくまでの間に、受診した医療機関から当組合に医
療費の請求があった場合には、当組合が負担した医療費を返還していただくことになります。

このように、さかのぼって資格の喪失および他保険への加入手続きをすると、一時的な支払いとはいえ金銭面の負担が
生じます。日頃から被扶養者の収入額を把握しておき、取消の事実が生じたときは速やかに届出をしましょう。

医療費返還のイメージ

医療費の返還につい医療費の返還についてて
〜〜被扶養者の資格をさかのぼって取消したと被扶養者の資格をさかのぼって取消したときき〜〜

4月1日 ➡

9月26日 ➡

12月以降 ➡

継続調査等により、収入基準を超えて働いていたことがわかる
（資格取消の事実が発生：4月1日）

被扶養者資格取消の手続きを行う
（申告書の提出および被扶養者証の返納：9月26日）

組合員へ「被扶養者資格喪失証明書（喪失日：4月1日）」が交付される
　国民健康保険の加入手続きを行ってください。（4月分以降の保険料をま
とめて納付）
　なお、配偶者（20歳以上60歳未満）は国民年金の加入手続きも必要です。

組合員へ医療費返還の通知が届く（12月以降）
指定された返還期限内に、医療費を返還してください。
　医療費は医療機関が作成する「レセプト」に基づいて算出しますが、診
療内容の審査を経るため、当組合で医療費の返還請求を行うまでに最短
でも3ヵ月以上の期間が必要になります。

国民健康保険に給付金の請求手続きを行う
　入金を確認後、組合員へ該当者の「レセプト」および「療養の給付返還
証明書」を送付します。
　給付金の請求手続きを行うと、返還相当額（家族療養費附加金を除き
ます）が給付されます。

被扶養者証を
使用して

医療機関を受診

医療健康課　TEL 029-301-1413お 問 い 合 わ せ 先

◎ ご家族皆さんでご利用いただけます。
◎ 匿名で相談ができるので、プライバシーが守られます。
◎ 通話料・相談料は無料です。

こころとからだの健康相談

0120-474-479
携帯電話からも利用できます。

月～金曜日　		9：00～ 21：00
　　土曜日　10：00～ 18：00
(日曜日・祝日・1月1日～3日は休み)

年中無休（24時間対応）

心の相談ネットワーク

健康電話相談　おくすり相談
受付時間

受付時間
気になる症状・病気、育児や介護の不安、こころの不調など、
なんでもご相談いただけます。
経験豊富な看護師・臨床心理士・薬剤師等の専門相談員が、
懇切丁寧にお答えします。


